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近江八幡市桜宮町 236 番地 

水道 一郎 

桜宮  214 番地 10 

水道 一郎 

水道 一郎 

近江設備株式会社 

8  4  1 

φ20 

０９０  ０００１  ０００１ 

 八幡 太郎 

近江設備株式会社 
近
江

設
備 

八
幡 

近江八幡市桜宮町 236 番地 

水道 一郎 
水
道 

8  4  1 

8  4  1 

8  4  1 

桜宮町 214 番地 10 

滋賀県大津市御陵町１－１－１ 

青空土地開発株式会社 青
空

土
地 

土地家屋使用承諾書は、給水管が水道使用者以外の名

義人の土地・家屋に通る場合のみ、記入が必要です。 

舗装本復旧に関する誓約書は、給水管取出工事等の

後に舗装本復旧が必要な時のみ、記入が必要です。 

8  4  1 

桜宮町 214 番地 10 

水道 一郎 

近江設備株式会社 

 八幡 太郎 
八
幡 

近
江

設
備 

水
道 

 

適合に〇をつける。 

申込者又は水道使用者のいずれかと同じとする。 

 

同じ名称とする。 

 

 

給水装置工事申込書 

位置図の貼り付けがなければ申請を受け付けません。 

 

完了届欄は必ず工事完了後に記入・押印とする。 

事前に記入・押印はしてはいけない。 

①  

①  

①  

②  

③  

③  
④  

⑥ 

⑤ 
⑦ 

② 


